
  

 

第１６５８回島根県教育委員会会議 議題書 

令和７年２月 19 日(水) 

日 時 

     13 時 30 分～ 



第１６５８回教育委員会会議議題 

期日 令和７年２月19日(水) 

議   題 

－公 開－ 

（議決事項） 

第36号 県立学校の組織編制に関する規則の一部改正について 

（学校企画課・特別支援教育課） --------- １ 

 第37号 就学奨励費取扱規則の一部改正について 

     （特別支援教育課）                 --------- ２ 

（報告事項） 

 第70号 島根県公立中学校における部活動の地域連携・地域移行に係る方  

針の策定について 

     （保健体育課・社会教育課）             --------- ３ 

 第71号 中学校部活動の地域連携・地域移行に係る県立学校教育職員の兼 

職兼業の取扱いについて 

（学校企画課）                   --------- ４ 

第72号 令和７年度島根県教育職員（理療科教諭・実習助手【水産】）採 

用候補者選考試験の結果について 

     （学校企画課）                   --------- ５ 

 第73号 令和７年度島根県公立高等学校入学者選抜における一般選抜の志 

願変更前の出願状況について 

     （教育指導課）                   --------- ６ 

 第74号 学校保健計画策定の手引～しまねっ子元気プラン～の改訂について 

     （保健体育課）                   --------- ７ 

 第75号 令和６年度島根県体育・健康優良学校等表彰について 

     （保健体育課）                   --------- ８ 

－非公開－ 

（議決事項） 

 第38号 令和７年度教育委員会事務局等職員（管理職）の定期人事異動 

（教育職員関連分）について 

     （総務課・学校企画課）               --------- ９ 

 第39号 令和７年度県立学校教育職員（管理職）の定期人事異動について 

     （学校企画課）                   --------- 10 

 第40号 令和７年度市町村立小・中学校等教育職員（管理職）の定期人事 

異動について 

     （学校企画課）                   --------- 11 

第41号 教職員の懲戒処分について 

     （学校企画課）                   --------- 12 



   

（協議事項） 

第13号 県立高校魅力化ビジョン後半期間の「具体的な取組」について 

     （学校企画課）                   --------- 13 

第14号 令和８年度島根県公立高等学校入学者選抜の改善について 

     （教育指導課）                   --------- 14 

（報告事項） 

第76号 県立高等学校スポーツ推進教員及び国民スポーツ大会推進教員の 

認定について 

     （保健体育課）                   --------- 15 



議 決 第 36 号 

学 校 企 画 課 

特別支援教育課 

県立学校の組織編制に関する規則の一部改正について 

１ 改正理由 

  令和７年度の県立学校の学科及び学級区分毎の定員を定めるため 

２ 改正内容 

⑴ 別表第１の一部改正

高等学校

① 定員の増減に伴う改正

② 学科改編の年次進行に伴う改正

松江工業高校

③ 学科転換に伴う改正

津和野高校

④ 単位制導入に伴う改正

島根中央高校

⑵ 別表第３の一部改正

特別支援学校 高等部

① 学級数の増減に伴う改正

② 学科改編の年次進行に伴う改正

浜田ろう学校 高等部

３ 施行日 

  令和７年４月１日

第２学年
増 矢上高校

減 松江工業高校、大東高校

第３学年 減 出雲高校 

第１学年
増 松江養護学校、石見養護学校

減 出雲養護学校、浜田養護学校、益田養護学校

第２学年
増 松江養護学校、出雲養護学校、浜田養護学校、

益田養護学校

第３学年
減 松江ろう学校、松江養護学校、出雲養護学校、

浜田養護学校、益田養護学校 
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県立学校の組織編制に関する規則 新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

県立学校の組織編制に関する規則 

昭和 33年４月１日 

島根県教育委員会規則第４号 

第１条～第３条 [略] 

附 則 [略] 

別表第１（第２条関係） 

学 校 名 

（分校名） 

全日制の課程 定時制の課程 

区分 学  科 

第１

学年

第２ 

学年 

第３ 

学年 

区分 学  科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

島根県立 

安来高等学校 

普通 普通科 160 160 160 

島根県立 

情報科学高等学校 

商業 

情報システム

科 

120

40 40 

情報処理科 40 40 

マルチメディ

ア科

40 40 

島根県立 

松江北高等学校 

普通 普通科 240 240 240 

理数 理数科 40 40 40 

島根県立 

松江南高等学校 

普通 

普通科 

（単位制） 

600 

理数 

探究科学科 

（単位制） 

240 

島根県立 

松江東高等学校 

普通 

普通科 

（単位制） 

600 

第１条 [略] 

第２条 高等学校におく課程及び学科の種類並びに定員は、別

表第１のとおりとする。 

２  [略] 

第３条 特別支援学校に置く部、学科及び学級区分並びに定員

は、別表第３のとおりとする。 

附 則 [略] 

別表第１（第２条関係） 

学 校 名 

（分校名） 

全日制の課程 定時制の課程 

区分 学  科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

区分 学  科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

島根県立 

安来高等学校 

普通 普通科 160 160 160 

島根県立 

情報科学高等学校 

商業 

情報システム

科 

120

40 40 

情報処理科 40 40 

マルチメディ

ア科

40 40 

島根県立 

松江北高等学校 

普通 普通科 240 240 240 

理数 理数科 40 40 40 

島根県立 

松江南高等学校 

普通 

普通科 

（単位制） 

600 

理数 

探究科学科 

（単位制） 

240 

島根県立 

松江東高等学校 

普通 

普通科 

（単位制） 

600 
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改 正 後 改 正 前 

学 校 名 

（分校名） 

全日制の課程 定時制の課程 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

島根県立 

松江工業高等学校 

工業 

機械科 40 40 40

工業 

機械科 40 40 40 40

電子機械科 40 40 40 電気科 40 40 40 40

電気科 ＿ 40 建築科 40 40 40 40

電子科 ＿ 40

電気電子工学

科 

40 40

情報技術科 ＿ 40

情報クリエイ

ター学科

40 40

建築都市工学

科 

40 40 40

島根県立 

松江商業高等学校 

商業 

商業科 

200 

120 120 

情報処理科 40 40 

国際ビジネス

科 

40 40 

島根県立 

松江農林高等学校 

農業 

生物生産科 40 40 40 

環境土木科 40 40 40 

総合 

総合学科 

（単位制） 

240 

島根県立 

宍道高等学校 

普通 

普通科 

（単位制） 

640 

島根県立 

大東高等学校 

普通 普通科 90 90 120 

島根県立 

横田高等学校 

普通 普通科 90 90 90 

島根県立 

三刀屋高等学校 

（掛合分校） 

総合 

総合学科 

（単位制） 

480 

普通 普通科 40 40 40 

島根県立 

飯南高等学校 

普通 普通科 80 80 80 

島根県立 

平田高等学校 

普通 普通科 160 160 160 

島根県立 

出雲高等学校 

普通 普通科 240 240 240 

理数 理数科 40 40 40 

学 校 名 

（分校名） 

全日制の課程 定時制の課程 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

島根県立 

松江工業高等学校 

工業 

機械科 40 40 40 

工業 

機械科 40 40 40 40

電子機械科 40 40 40 電気科 40 40 40 40

電気科 40 40 建築科 40 40 40 40

電子科 40 40 

電気電子工学

科 

40 ＿ 

情報技術科 40 40 

情報クリエイ

ター学科

40 ＿ 

建築都市工学

科 

40 40 40 

島根県立 

松江商業高等学校 

商業 

商業科 

200 

120 120  

情報処理科 40 40  

国際ビジネス

科 

40 40  

島根県立 

松江農林高等学校 

農業 

生物生産科 40 40 40  

環境土木科 40 40 40  

総合 

総合学科 

（単位制） 

240 

島根県立 

宍道高等学校 

普通 

普通科 

（単位制） 

640 

島根県立 

大東高等学校 

普通 普通科 90 120 120  

島根県立 

横田高等学校 

普通 普通科 90 90 90  

島根県立 

三刀屋高等学校 

（掛合分校） 

総合 

総合学科 

（単位制） 

480 

普通 普通科 40 40 40  

島根県立 

飯南高等学校 

普通 普通科 80 80 80  

島根県立 

平田高等学校 

普通 普通科 160 160 160  

島根県立 

出雲高等学校 

普通 普通科 240 240 280  

理数 理数科 40 40 40  
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改 正 後 改 正 前 

学 校 名 

（分校名） 

全日制の課程 定時制の課程 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

島根県立 

出雲工業高等学校 

工業 

機械科 40 40 40 

電気科 40 40 40 

電子機械科 40 40 40 

建築科 40 40 40 

島根県立 

出雲商業高等学校 

商業 

商業科 120 120 120 

情報処理科 40 40 40 

島根県立 

出雲農林高等学校 

農業 

植物科学科 40 40 40 

食品科学科 40 40 40 

動物科学科 40 40 40 

環境科学科 40 40 40 

島根県立 

大社高等学校 

普通 普通科 200 200 200 

体育 体育科 40 40 40 

島根県立 

大田高等学校 

普通 普通科 120 120 120 

理数 理数科 40 40 40 

島根県立 

邇摩高等学校 

総合 

総合学科 

（単位制） 

360 

島根県立 

島根中央高等学校 

普通 

普通科（学年制） ＿ 105 105 

普通科（単位制） 105 

島根県立 

矢上高等学校 

普通 普通科 72 72 60 

農業 産業技術科 36 36 35 

島根県立 

江津高等学校 

普通 普通科 80 80 80 

島根県立 

江津工業高等学校 

工業 

機械・ロボット科 40 40 40 

建築・電気科 40 40 40 

島根県立 

浜田高等学校 

普通 普通科 160 160 160普通 

普通科 

（単位制） 

320 

理数 理数科 40 40 40 

島根県立 

浜田商業高等学校 

商業 

商業科 

80

40 40 

情報処理科 40 40 

学 校 名 

（分校名） 

全日制の課程 定時制の課程 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

島根県立 

出雲工業高等学校 

工業 

機械科 40 40 40  

電気科 40 40 40  

電子機械科 40 40 40  

建築科 40 40 40  

島根県立 

出雲商業高等学校 

商業 

商業科 120 120 120  

情報処理科 40 40 40  

島根県立 

出雲農林高等学校 

農業 

植物科学科 40 40 40  

食品科学科 40 40 40  

動物科学科 40 40 40  

環境科学科 40 40 40  

島根県立 

大社高等学校 

普通 普通科 200 200 200  

体育 体育科 40 40 40  

島根県立 

大田高等学校 

普通 普通科 120 120 120  

理数 理数科 40 40 40  

島根県立 

邇摩高等学校 

総合 

総合学科 

（単位制） 

360 

島根県立 

島根中央高等学校 

普通 

普通科 105 105 105  

[新設] 

島根県立 

矢上高等学校 

普通 普通科 72 60 60  

農業 産業技術科 36 35 35  

島根県立 

江津高等学校 

普通 普通科 80 80 80  

島根県立 

江津工業高等学校 

工業 

機械・ロボット科 40 40 40  

建築・電気科 40 40 40  

島根県立 

浜田高等学校 

普通 普通科 160 160 160 普通 

普通科 

（単位制） 

320 

理数 理数科 40 40 40  

島根県立 

浜田商業高等学校 

商業 

商業科 

80

40 40  

情報処理科 40 40  
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改 正 後 改 正 前 

学 校 名 

（分校名） 

全日制の課程 定時制の課程 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

島根県立 

浜田水産高等学校 

水産 

海洋技術科 40 40 40 

食品流通科 40 40 40 

（専攻科） 

漁業科 

機関科 

10 10

島根県立 

益田高等学校 

普通 

普通科 

（単位制） 

360 

理数 

理数科 

（単位制） 

120 

島根県立 

益田翔陽高等学校 

工業 

電子機械科 40 40 40 

電気科 40 40 40 

農業 生物環境工学科 40 40 40 

総合 

総合学科 

（単位制） 

120 

島根県立 

吉賀高等学校 

普通 普通科 40 40 40 

島根県立 

津和野高等学校 

普通 

普通科 ＿ 80 80 

未来共創科 80

島根県立 

隠岐高等学校 

普通 普通科 60 60 60 

商業 商業科 30 30 30 

島根県立 

隠岐島前高等学校 

普通 

普通科 

80

40 40 

地域共創科 40 40 

島根県立 

隠岐水産高等学校 

水産 

海洋システム科 40 40 40 

海洋生産科 40 40 40 

（専攻科） 

漁業科 

機関科 

10 10

備考 １  島根県立宍道高等学校定時制課程普通科の定員のうち、午前部（授業を行う時間 

帯が主として午前９時から正午までのものをいう。）の定員にあっては 320 名と 

し、 午後部（授業を行う時間帯が主として正午から午後５時までのものをい 

う。）の定員にあっては 160 名とし、夜間部（授業を行う時間帯が主として午後５ 

時から午後９時までのものをいう。）の定員にあっては 160 名とする。 

２  島根県立浜田高等学校定時制課程普通科の定員のうち、昼間部（授業を行う時間 

帯が主として正午から午後５時までのものをいう。）の定員にあっては 160 名と 

し、夜間部の定員にあっては 160 名とする。 

学 校 名 

（分校名） 

全日制の課程 定時制の課程 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

区分 学 科 

第１ 

学年 

第２ 

学年 

第３ 

学年 

第４ 

学年 

島根県立 

浜田水産高等学校 

水産 

海洋技術科 40 40 40 

食品流通科 40 40 40 

（専攻科） 

漁業科 

機関科 

10 10

島根県立 

益田高等学校 

普通 

普通科 

（単位制） 

360 

理数 

理数科 

（単位制） 

120 

島根県立 

益田翔陽高等学校 

工業 

電子機械科 40 40 40 

電気科 40 40 40 

農業 生物環境工学科 40 40 40 

総合 

総合学科 

（単位制） 

120 

島根県立 

吉賀高等学校 

普通 普通科 40 40 40 

島根県立 

津和野高等学校 

普通科 80 80 80 

[新設] 

島根県立 

隠岐高等学校 

普通 普通科 60 60 60 

商業 商業科 30 30 30 

島根県立 

隠岐島前高等学校 

普通 

普通科 

80

40 40 

地域共創科 40 40 

島根県立 

隠岐水産高等学校 

水産 

海洋システム科 40 40 40 

海洋生産科 40 40 40 

（専攻科） 

漁業科 

機関科 

10 10

備考 １  島根県立宍道高等学校定時制課程普通科の定員のうち、午前部（授業を行う時間 

帯が主として午前９時から正午までのものをいう。）の定員にあっては 320 名と 

し、 午後部（授業を行う時間帯が主として正午から午後５時までのものをい 

う。）の定員にあっては 160 名とし、夜間部（授業を行う時間帯が主として午後５ 

時から午後９時までのものをいう。）の定員にあっては 160 名とする。 

２  島根県立浜田高等学校定時制課程普通科の定員のうち、昼間部（授業を行う時間 

帯が主として正午から午後５時までのものをいう。）の定員にあっては 160 名と 

し、夜間部の定員にあっては 160 名とする。 
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改 正 後 

別表第２ [略] 

改 正 前 

別表第２ [略] 
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別表第３（第３条関係） 別表第３（第３条関係）

単一障害学級 8 8 8 単一障害学級 8 8 8

重複障害学
級 3 3 3 重複障害学

級 3 3 3

単一障害学
級 8 8 8 単一障

害学級 8 8 8 単一障害学
級 8 8 8 単一障

害学級 8 8 8

重複障害学
級 3 3 3 重複障

害学級 3 3 3 重複障害学
級 3 3 3 重複障

害学級 3 3 3

単一障害学級 8 8 8 単一障
害学級 8 8 単一障害学級 8 8 8 単一障

害学級 8 8

重複障害学級 3 3 3 重複障
害学級 3 3 重複障害学級 3 3 3 重複障

害学級 3 3

単一障害学級 8 8 8 単一障
害学級 8 8 単一障害学級 8 8 8 単一障

害学級 8 8

重複障害学級 3 3 3 重複障
害学級 3 3 重複障害学級 3 3 6 重複障

害学級 3 3

単一障害学級 8 8 8 単一障害学級 8 8 8

重複障害学級 3 3 3 重複障害学級 3 3 3

単一障害学級 _ _ 8 単一障害学級 _ 8 8

重複障害学級 _ _ 3 重複障害学級 _ 3 3

単一障害学級 8 8 単一障害学級 8

重複障害学級 3 3 重複障害学級 3

単一障害学級 56 56 40 単一障害学級 56 40 48

重複障害学級 33 30 30 重複障害学級 30 30 33

単一障害学級 56 56 56 単一障害学級 56 56 56

重複障害学級 21 27 21 重複障害学級 27 21 24

重複障害学級 3 3 3 重複障害学級 3 3 3

病弱教
育

小学部 中学部
病弱教
育

小学部 中学部

単一障害学級 8 8 8 単一障害学級 8 8 8

重複障害学級 6 3 3 重複障害学級 3 3 3

単一障害学級 24 16 16 単一障害学級 16 16 16

重複障害学級 6 15 12 重複障害学級 15 12 15

単一障害学級 16 16 8 単一障害学級 16 8 16

重複障害学級 6 9 6 重複障害学級 9 6 6

重複障害学級 3 3 3 重複障害学級 3 3 3

単一障害学級 8 8 8 単一障害学級 8 8 8

重複障害学級 3 3 3 重複障害学級 3 3 3

単一障害学級 8 8 8 単一障害学級 8 8 8

重複障害学級 6 6 6 重複障害学級 6 6 6

訪問学級 訪問学級

単一障害学級 8 8 8 単一障害学級 8 8 8

重複障害学級 3 3 3 重複障害学級 3 3 3

単一障害学級 8 8 8 単一障害学級 8 8 8

重複障害学級 3 3 3 重複障害学級 3 3 3

単一障害学級 8 8 8 単一障害学級 8 8 8

重複障害学級 6 6 6 重複障害学級 6 6 6

訪問学級 訪問学級

3

島根県立松江
清心養護学校

肢体不
自由教
育

   小学部    中学部    普通科

島根県立益田
養護学校

肢体不
自由教
育

小学部

島根県立益田
養護学校

肢体不
自由教
育

中学部 普通科

知的障
害教育

小学部 中学部

小学部 中学部

肢体不
自由教
育

小学部 中学部 普通科

普通科

3 3

島根県立松江
緑が丘養護学

校

病弱教
育

小学部 中学部

普通科

普通科
島根県立松江
緑が丘養護学

校

病弱教
育

小学部 中学部 普通科

普通科

病弱教
育

小学部 中学部 普通科
病弱教
育

島根県立江津
清和養護学校

肢体不
自由教
育

小学部 中学部

小学部 中学部

普通科

   普通科

島根県立江津
清和養護学校

肢体不
自由教
育

小学部 中学部 普通科

島根県立隠岐
養護学校

知的障
害教育

小学部 中学部
島根県立隠岐
養護学校

知的障
害教育

小学部 中学部 普通科

島根県立浜田
養護学校

知的障
害教育

普通科

小学部 中学部

普通科小学部 中学部

普通科

知的障
害教育

小学部 中学部 普通科

島根県立石見
養護学校

知的障
害教育

普通科

島根県立浜田
養護学校

知的障
害教育

小学部 中学部

知的障
害教育

島根県立石見
養護学校

知的障
害教育

小学部 中学部 普通科

島根県立出雲
養護学校

普通科

肢体不
自由教
育

小学部 中学部 普通科

島根県立出雲
養護学校

知的障
害教育

小学部 中学部 普通科

島根県立松江
養護学校

知的障
害教育

小学部 中学部
島根県立松江
養護学校

知的障
害教育

小学部 中学部 普通科

普通科
産業
工芸
科

産業
技術
科

生活
デザ
イン
科

産業
技術
科

生活
デザ
イン
科

産業
工芸
科

島根県立松江
ろう学校

聴覚障
害教育 15 小学部 中学部

島根県立松江
ろう学校

聴覚障
害教育 15 小学部 中学部

普通科

単一障
害学級 8 8 8

保健
理療
科

保健
理療
科

保健
理療
科

保健
理療
科

視覚障
害教育 10 小学部 中学部

普通科 理療科理療科
単一障
害学級 8 8 8

島根県立盲学
校

島根県立盲学
校

視覚障
害教育 10 小学部 中学部

普通科

定員
第１
学年

第２
学年

第３
学年

定員
第１
学年

学科 学級区分

定　　員
及び 第

１
学
年

第
２
学
年中学部

学科 学級区分

定　　員

第
３
学
年

小学部

第２
学年

第３
学年

学　校　に　置　く　部

高　　等　　部

学科 学級区分

定　　員 第
１
学
年

第
２
学
年

及び

教育内容
第
３
学
年

学　校　名

専　攻　科

幼稚部
小学部 高　　等　　部

学科 学級区分

定　　員
幼稚部

中学部

美術
工芸
科

被服科

改　　　　正　　　　後 改　　　　正　　　　前

学　校　名 教育内容

学　校　に　置　く　部 専　攻　科

生活
デザ
イン
科

生活
デザ
イン
科

美術
工芸
科

被服科中学部
島根県立浜田
ろう学校

聴覚障
害教育 10 小学部 中学部

小学部 中学部

島根県立浜田
ろう学校

聴覚障
害教育 10 小学部

普通科

島根県立松江
清心養護学校

肢体不
自由教
育

   小学部    中学部

3

ー 1 の 7 ー

10



議 決 第 37 号 

特別支援教育課 

就学奨励費取扱規則の一部改正について 

１ 改正理由 

  令和６年５月 28 日付け６文科初第 509 号文部科学省初等中等教育局長通知「特

別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第２条の規定に基づく保護者等の属

する世帯の収入額の算定及び需要額の測定要領について」（以下、「文科省通知」

という。）に基づき、特別支援学校に就学する児童等の保護者等が提出する様式を

改正する必要がある。また、行政手続における押印等の見直し方針に基づき、押印

を廃止する。 

２ 改正内容 

⑴ 文科省通知に基づき、規定中の要領名を改正（第２条第６号、第７条第２項及

び第８条第３項）

⑵ 様式第１号の改正

① 総所得金額の内訳に給与所得又は公的年金等所得がある場合、総所得金

額から 10 万円を控除する旨の削除

② 「第１類における逓減率」を追加

③ 教育扶助基準欄に「教材代」を追加

④ 生活扶助基準欄に「障害者/母子加算額」、「生活扶助基準額計」を追加

⑤ 所得控除欄に「雑損控除」、「小規模企業共済等掛金控除」を追加

⑥ 世帯の状況欄に「続柄」を追加、「特別支援学級通学（有・無）」の文言

を追記

⑦ その他、文言の適正化

⑶ 様式第５号の改正

・「㊞」を削除

３ 施行日 

  令和７年４月１日 
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就学奨励費取扱規則新旧対照表 

 

改 正 後 改 正 前 

就学奨励費取扱規則 

平 成 3 0 年 ３ 月 ２ 日 

島根県教育委員会規則第３号 

 

 

 

 

第１条 〔略〕 

 

第１条 〔略〕 

 

 （定義） 

第２条 〔略〕 

 

⑴～⑸ 〔略〕 

⑹ 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第

２条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額

の算定及び需要額の測定要領（令和６年５月28日付

け６文科初第509号。以下「算定等要領」という。） 

⑺ 〔略〕 

 （定義） 

第２条 この規則において「関係法令等」とは、次に掲

げるものをいう。 

⑴～⑸ 〔略〕 

⑹ 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第

２条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額

及び需要額の算定要領（令和２年８月18日付け２文

科初第730号。以下「算定要領」という。）    

⑺ 〔略〕 

  

第３条～第６条 〔略〕 第３条～５条 〔略〕 

  

 （申請手続） 

第６条 特別支援学校に就学する児童等の保護者等は、

県が別に通知する期日までに、収入額・需要額調書

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、その児童

等の就学する特別支援学校の校長を経由し、県に提出

しなければならない。 

⑴ 保護者等が属する同一生計世帯の世帯員全員の収

入に関し、記載内容を証明する市町村の証明書 

⑵ その他校長が必要と認める書類 

２ 特別支援学校に就学する児童等の保護者等が生活保

護法（昭和25年法律第144号）第６条第２項に規定する

要保護者である場合は、前項第１号の書類に代えて、

要保護者であることを証明する書類を提出するものと

する。 

３ 第１項第１号の書類及び前項の書類に係る個人番号

利用事務の取扱いに関し必要な事項は、県が別に定め

る。 

  

（支弁区分決定の通知） 

第７条 〔略〕 

（支弁区分決定の通知） 

第７条 〔略〕 
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２ 県は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、

算定等要領の定めるところにより支弁区分を決定し、

校長に通知するものとする。 

３ 〔略〕 

２ 県は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、

算定要領 の定めるところにより支弁区分を決定し、

校長に通知するものとする。 

３ 〔略〕 

  

（申請の辞退等） 

第８条 〔略〕 

２ 〔略〕 

 

 

 

３ 前項の提出を受けた校長は、算定等要領の定めると

ころにより支弁区分を決定し、保護者等に通知するも

のとする。 

（申請の辞退等） 

第８条 〔略〕 

２ 特別支援学校に就学する児童等の保護者等は、就学

奨励費の一部の支給を辞退するときは、第６条第１項

第１号の書類に代えて、申立書（様式第４号）を提出

することができる。 

３ 前項の提出を受けた校長は、算定要領 の定めると

ころにより支弁区分を決定し、保護者等に通知するも

のとする。 

  

 

第９条・第10条 〔略〕 

（就学奨励費の支給） 

第９条 〔略〕 

２ 校長は、金銭をもって就学奨励費を支給しなければ

ならない。ただし、保護者等が支給される金銭を紛失

し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあるとき

は、現物をもって支給することができる。 

３ 保護者等は、前項の規定により現物をもって支給を

受ける場合は、委任状（様式第５号）を校長に提出する

ものとする。 

  

 第10条 〔略〕 

  

   附 則 〔略〕 

 

   附 則 〔略〕 

 

別表 〔略〕 別表 〔略〕 

  

様式第１号 〔別紙〕 

 

様式第１号 〔別紙〕 

様式第２号～様式第４号 〔略〕 

 

様式第２号～様式第４号 〔略〕 

様式第５号 〔別紙〕 

 

様式第５号 〔別紙〕 
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様式第１号（第６条関係）

（整理番号）　No.
保護者等氏名 住所 学校名、学年等

（ ）

 ※  ※  ※  ※  ※

円 円 円 円 円 円 円  ｆh（基準額）

円
 ｇi（地区別冬季加算額）

円
ｊ　生活扶助基準額
（e×逓減率、f～iの合計）

　

k　住宅扶助基準  ※

　　　　　　　　　　　　　
円

円

収入額  ※

需要額
 ＦD
― ＝
 ｉl

ａ  ※ ｂ  ※ ｃ  ※ d  ※  ｄ e  ※  ｅ f  ※ g  ※

（通学費を要した者ごとに記入 することしてください。） 特記事項

１．太枠で囲ってある箇所のみ記入してください。
（注）  １２ ．特記事項欄は、生活保護等の該当事項を記入すること。消えないペン（ボールペン等）で記入してください。

３．特記事項欄は、生活保護等の該当事項を記入してください。

 ２５．学校事務担当者は、整理番号 は、と個人別支給台帳の番号 にを合わせ ることてください。

 　　　 ☐ 　要保護者　　（ ☐ 　被保護　　・　　 ☐ 　要保護） □Ⅲ段階（令第2条第3号該当）

通

学

費

明

細

支弁区分

□生活保護受給（□　被保護　・　□要保護）
□Ⅰ段階（令第2条第1号該当）
□Ⅱ段階（令第2条第2号該当）

 （ 保 護 基 準 に よ り 算 定 ） （　　　　　才）

収入額（ Ｄ － ＥC×１／１
２ ）

合　　　　　　　　　　　　　　　計

（　　　　　才）
 障  害  者  加  算  控  除

特別支援学級通学（有・無）
  年　　月　　日

特別支援学級通学（有・無）

 所 得 月 額 （ Ｃ× １ ／ １ ２ ）
  年　　月　　日

（　　　　　才）

所 得 額 （ Ａ － Ｂ ）
  年　　月　　日

特別支援学級通学（有・無）（　　　　　才）

（　　　　　才）

計
  年　　月　　日

特別支援学級通学（有・無）

特別支援学級通学（有・無）

ひとり親又は
寡婦控除の額

※保護者等のみ

  年　　月　　日
特別支援学級通学（有・無）

地 震 保 険 料
  年　　月　　日

（　　　　　才）

（　　　　　才）

生 命 保 険 料
  年　　月　　日

特別支援学級通学（有・無）（　　　　　才）

社 会 保 険 料
  年　　月　　日

特別支援学級通学（有・無）

所

得

控

除

雑 損 控 除

（　　　　　才）

小規模企業共済等
掛 金 控 除

  年　　月　　日

特別支援学級通学（有・無）

特別支援学級通学（有・無）

（　　　　　才）
  年　　月　　日

（　　　　　才）

計
  年　　月　　日

特別支援学級通学（有・無）

（　　　　　才）
山 林 所 得 金 額

  年　　月　　日
特別支援学級通学（有・無）

特別支援学級通学（有・無）

第２類

所

得

控

除

前

の

総 所 得 金 額  ☆
  年　　月　　日

（　　　　　才）

退 職 所 得 金 額
  年　　月　　日

本人
特別支援学級通学（有・無）

（　　　　　才）

 ☆給与所得、公的年金等所得のいずれかがある者
 については、総所得金額から10万円を控除する。 通学費

期 末 一 障 害 者 ／
母 子 加 算 額（満年齢） （特別支援学級通学の有無） 等 学校給食費 教材代 基準額 第１類 時扶助費

４．収集した個人番号は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第7号）第23条及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成27年島根県条例第51号）第４条に基づく事務に限って使用します。

l　需　　要　　額
（a～d、j、kの合計）

特 別 支 援 教 育 就 学 奨 励 費 に 係 る 収 入 額 ・ 需 要 額 調 書

幼児・児童・生徒氏名 第１類に
おける逓減率

※都道府県の地区別区分
 保護者 （Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ）

地 域 の 級 地 区 分
 等氏名 1-1、1-2、2-1

2-2、3-1、3-2

世帯の収入状況
世帯の状況（前年12月末日現在） 需 要 額 等

氏　　　　　名
生年月日

続柄
在学学校名・学年

教 育 扶 助 基 準 生 活 扶 助 基 準

円

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

ＦＤ

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

※

Ａ ※
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収入額・需要額調書の記入上の注意事項及び提出書類
１． この書類は、就学奨励費の支給を受けるために必要なものです。正確にありのままを記入してください。

２．  ※の付してある欄は、保護者等が記入する必要はありません。太枠で囲っている箇所のみ記入してください。

３． 住所については、この調書を提出するときの住所とし、前の年の12月31日の住所と異なる場合は（　　）内に前の年の12月31日の住所を記入してください。

４． 世帯の状況の欄は、前の年の12月31日現在の世帯の状況を記入し ますてください。

 したがって、「年齢」、「在学学校名、学年（特別支援学級通学の有無） 等」欄も前の年の12月31日現在の状況により記入 することとなりますしてください。

在学学校名・学年は、例えば、「○○養護学校小学部１年」又は「○○小学校２年」のように記入してください。

 なお、在学学校名等は次の例により記入することしてください。

 　　○○県立○○特別支援学校小学部第１学年

 　　○○町立○○小学校第２学年Ａ組（特別支援学級に通学有）

 　　○○村立○○中学校第３学年Ａ組

5． 次の⑴から⑶までのいずれかに該当する方は、それぞれに定める証明書を添付してください。

⑴　個人番号の利用を希望されない方…収入に関し、記載内容を証明する市町村の証明書（課税証明書）

　　　※この調書を提出する年度の証明書を提出してください。例年、６月頃からお住まいの市町村窓口で取得できます。

⑵　児童福祉施設等又は指定療育機関（国・公立の病院等）に入っている児童等の保護者

            ○教育費についての措置費を受けていない旨の施設の長等の証明書　ア　教育費についての措置費を受けていない旨の施設の長等の証明書（措置されていない経費名が記入されたもの）

            ○指定療育機関で療育の給付を受けていない旨の機関の長等の証明書　イ　 指定療育機関で療育の給付を受けていない旨の機関の長等の証明書（給付を受けていない経費名が記入されたもの）

※ 上記のほか、在学する学校から書類の提出をお願いする場合があります。

⑶　生活保護要保護者…⑴の書類に代えて、要保護者であることを証明する書類

56． 学校事務担当者注意事項…「通学費明細」の欄は、小学校、中学校若しくは義務教育学校の特別支援学級等又は特別支援学校の小学部・中学部に就学していた児童・生徒について、

前の年の４月から今年の３月までに実際にかかった交通費（付添いに要する交通費は含まない。） の額に１／12を乗じた額（円未満四捨五入）を記入してください。

 ６．  次の証明書を添付すること。

 ⑴ 　収入に関し、記載内容を証明する市町村の証明書（個人番号の利用を希望しない場合）及び在学する学校から指示される書類

 ⑵ 　児童福祉施設等又は指定療育機関（国・公立の病院等）に入っている児童等の保護者等がこの書類を提出する場合は、次の書類

             ○教育費についての措置費を受けていない旨の施設の長等の証明書 　ア　教育費についての措置費を受けていない旨の施設の長等の証明書（措置されていない経費名が記入されたもの）

             ○指定療育機関で療育の給付を受けていない旨の機関の長等の証明書 　イ　 指定療育機関で療育の給付を受けていない旨の機関の長等の証明書（措置されていない経費名が記入されたもの）
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様式第５号（第９条関係） 

 

 

 

 

委  任  状 

 

 

 

 受任者     学校長 様 

 

 

 私は、上記の者に、    年度特別支援教育就学奨励費のうち下記の費用に係る受

領、返納、支払についての一切の権限を委任します。 

 

 

  委任事項 

 

  □            

  □          

  □    

 

 

 

             年   月   日 

 

 

                委 任 者 

 

                                        学部     学年    組 

 

                         児童生徒等氏名 

 

                         保護者等住所 

 

                         保護者等氏 名                            印 
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島根県公立中学校における部活動の地域連携・地域移行に係る方針 

の策定について 

 

１ 策定経過等 

 

２ パブリックコメント等の状況 

⑴ パブリックコメント 別紙１のとおり 

意見者 ５名 

意見  16 件 

⑵ 教育委員会・団体からの意見 別紙２のとおり 

   団体等 １団体 

   意見  ３件 

 

３ 島根県公立中学校における部活動の地域連携・地域移行に係る方針（案） 

 別紙３のとおり 

 

４ 今後のスケジュール 

 

令和６年 11 月議会 常任委員会（素案） 

令和６年 12 月 20 日 

～７年 １月 19 日 

パブリックコメント募集 

令和７年 １月 28 日 第４回検討委員会 

令和７年 ２月議会 常任委員会（案） 

令和７年 ３月 決定・公表 

令和７年度 ～ 具体的な取組方策（パターン・モデル等）の提示 

報告第 70 号 

保 健 体 育 課 

社 会 教 育 課 

ー 3 の 1 ー

17



パブリックコメントに対する県の考え方 

[対応区分] 

Ａ：方針（案）へ反映したもの 

Ｂ：ご意見の趣旨は、既に方針（素案）に盛り込まれているもの 

Ｃ：今後の取組の参考とさせていただくもの 

No. 項 目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

１ Ⅰ－１ 

基本的な

考え方 

活動を「休日」「平日」に分けて考えるのではなく、部活動

をどうするのか、俯瞰的・長期的視野に立って考えるべき。

「令和 12年（2030 年）まで」と期間を区切った、短期間の

部活動の在り方を示す「方針」であるなら、「方針」と呼ぶに

値しないと考える。 

また、短期間での意見募集ではなく、広く県民的な議論を

巻き起こして「方針」を定めるべき。 

「平日」については、指導者確保や移動手段確保といった

課題が「休日」よりも多いと考えられるため、国のガイドラ

インにおいても、まずは「休日」の部活動について取組を進

めることとされており、島根県でも同様にしています。 

また、県としては部活動指導員等の外部指導者制度を設け

て、段階的に学校への指導者の確保・育成に取り組んでいる

ところです。この指導者の方たちが、令和 12 年（2030 年）

に開催される「島根かみあり国スポ・全スポ」に関わること

も想定され、その後の部活動の地域移行を進めていく際の指

導者になり得る可能性もあります。このため、現段階では令

和 12 年（2030 年）以降のことを想定するのが難しいと考え

られるため、県としては、このような期間設定にしています

が、各市町村で適切な期間を設定し検討を進めることも可能

です。 

県としては、有識者（学校関係者、スポーツ・文化芸術団

体関係者等）による検討委員会での協議、市町村との情報共

有や意見交換等を進めてきております。県方針を策定するこ

とにより、今後各市町村での方針策定や取組を進めていく際

に、より地域の実情に応じた議論が進んでいくことを期待し

ています。 

Ｃ 

  

別紙１ 
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No. 項 目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

２ Ⅰ－１ 

基本的な

考え方 

部活動に含まれない［地域移行型］、部活動への地域の指

導者の配置等による［地域連携型］、「方針素案」の中に使用

された言葉ではありませんが、従前の学校体制の中に組み込

まれた［学校部活動型］とでもいうべき３つのパターンが選

択肢として示されることになると理解しました。４ページの

図中、「学校部活動」の括りの中に、「地域連携型」でも「地

域移行型］でもない、移行や体制変更をしない部活動の姿を

明記すべき。 

「地域連携型」は学校における従来の部活動を基本に考え

ており、学校部活動という枠組みにおいては、移行や体制変

更をしない部活動を含んでいるため、このような整理にして

いますが、４ページの図に、学校部活動という枠組みにおい

て、「体制変更をしない部活動を含む」旨の注釈を追記しま

した。 

加えて、４ページの図は、競技・専門的活動、生涯学習活

動も学校部活動との連携が考えられることを明確にするた

め、図の内容を変更しております。 

Ａ 

Ｂ 

３ Ⅰ－１ 

基本的な

考え方 

島根県の実情を踏まえ、「島根県はこれまでどおり、学校

での部活動を大切にしていく」という方針を掲げるべき。 

少子化の中でも、将来にわたってしまねの子供たちがスポ

ーツや文化芸術活動に継続して親しむ機会を確保し、同時に

学校の働き方改革を推進していくためには、各学校が「部活

動」という形で、子供の放課後の活動場所・機会を確保し、

行政が活動に係る費用を負担するという基本的な枠組みを

明確にすべき。 

部活動は重要な教育活動と位置付けていますが、生徒数の

減少や教員の負担等の様々な課題が顕在化し、学校だけでは

多様で継続的な活動を抱えきれなくなっている現状を踏ま

え、部活動ありきではなく、地域との連携等によって、子ど

もたちの活動をどのように確保していくかという視点で検

討していくべきと考えます。 

「Ⅲ 地域 スポーツ・文化芸術活動の環境整備－１ 環境

整備の考え方」に記載しているとおり、部活動をスポーツ・

文化芸術活動を楽しむことの本質や重要性、多様な人との関

わり方等を学ぶ場として、その担う役割や意義について整理

することが重要であると考えます。 

Ｂ 

Ｃ 
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No. 項 目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

４ Ⅰ－１ 

基本的な

考え方 

なお書きとして「これまで通りの活動が当面継続できる見

通しがある場合、移行や体制変更をしないこともあり得る。」

とあるが、このような記載は、積極的な地域団体の立ち上げ

に対しブレーキになる表現のため、削除するべきと考える。 

地域の実情により部活動の地域移行や地域連携が難しい

場合、部活動を廃止するのではなく、生徒のニーズに応じて、

部活動が担う役割や意義について整理した上で、可能な限り

存続させることを検討する必要があります。 

全ての部活動を対象として地域移行を検討しますが、地域

移行が目的ではなく、現在ある子どもたちの活動の場を確保

することが目的であるため、学校での部活動の継続を想定し

た記述としております。 

Ｃ 

５ Ⅰ－１ 

基本的な

考え方 

地域連携型について、地域の指導者との連絡調整の手間、

責任の所在等、学校が地域の指導者と連携するための課題は

多い。地域連携型で学校が部活動に関わる余地を残すこと

は、学校側の負担が大きくなることにつながるのではない

か。 

県では、これまでも部活動指導員等の配置に係る支援を行

ってきており、年々配置人数も増えています。学校に対して

実施したアンケート調査では、外部指導者活用について、教

員の勤務時間削減や心身の負担軽減といった効果の報告が

多数ありました。 

ご指摘のような課題も実態として把握しておりますが、外

部指導者との連携や役割分担を図ることで、円滑な部活動運

営につながると考えています。 

Ｃ 

６ Ⅲ－８ 

高等学校

入学者選

抜への対

応 

中学校において地域クラブ活動等の状況把握や、学校外で

の活動を個人調査報告書に記載することについて、入試事務

負担の増大や、記載内容の基準について懸念される。 

入学者選抜においては、生徒一人一人の持つ資質能力を多

面的・総合的に評価したいと考えているため、学校外の活動

について可能な限り把握いただき個人調査書に記載してい

ただきたいと考えております。 

Ｃ 

７ Ⅲ－８ 

高等学校

入学者選

抜への対

応 

個人調査報告書の「諸活動の記録」欄 の記載に際し、地

域クラブ活動等の学校外での活動についての状況把握は教

員の負担となるため不要であり、基準も不明瞭である。 

６に同じ。 

Ｃ 
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No. 項 目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

８ Ⅲ－９ 

大会等の

在り方と

参加機会

の確保 

部活動の受け皿として活動している団体や新たに設立を

予定している団体が、大会参加等に関して制限されることな

く、また生徒に制限を強いることなく活動し、連携していけ

るよう、基本方針に盛り込んでいただきたい。 

ご意見の内容は、「Ⅲ 地域 スポーツ・文化芸術活動の環

境整備－９ 大会等の在り方と参加機会の確保 （ア）」に記

載をしております。 

具体的な規定の整備・運用について、方針にあるとおり、

連盟・競技団体等との情報共有等に努めてまいります。 

Ｂ 

Ｃ 

９ その他 県庁、市町村役場、コミセン等の勤務をされている方の中

で、指導ができる方がいれば、その方の勤務時間内に部活動

の指導も含む（例えば、週３日程度、勤務時間を午前 10 時

半から午後６時半にすることで、放課後２時間程度を部活動

指導に充てる）ことで、平日の部活動の指導者確保を図って

はどうか。 

現在、県及び市町村の公務員が勤務時間内に部活動の指導

を行うことは、法令上できませんが、兼業の手続きを経て勤

務時間外に外部指導者として部活動に関わることは可能で

す。対象の職員が外部指導者として部活動に関わることによ

り、平日の部活動の指導者確保を図ることが考えられます。 

いただいたご提案は、今後の参考にさせていただきます。 

Ｃ 

10 その他 「学校での部活動を大切にしていく」という方針を掲げた

際、地域の指導者が部活動指導で生計を立てることができる

見通しがもてるほどの手当てを支給すること、教職員の定数

を増やし、勤務時間の開始を遅らせ、部活動の終了時刻まで

を勤務時間とする「部活動担当教員（仮称）」を配置するこ

と等により指導者の確保を持続可能なシステムにすること

が可能と考える。 

県の部活動指導者等の配置に係る指導員の報酬単価につ

いては、国の補助単価を参考に設定をしております。 

指導者の確保については、県教育委員会では、昨年度から

教員採用試験の特別枠として、「第 84 回国民スポーツ大会

（愛称：島根かみあり国スポ）競技力向上枠」を設けている

ところです。現時点では、上記以外に部活動に特化した枠を

設けることは考えておりません。 

いただいたご提案は、今後の参考にさせていただきます。 

Ｃ 
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No. 項 目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

11 その他 放課後に地域の活動の場として、場所や指導者を確保する

ことは困難と考える。 

加えて、教員の兼業については、地域指導者としての活動

を加えると長時間労働となることが懸念される。 

平日の放課後の活動を地域クラブ活動に移行することは、

指導者確保や移動手段確保といった課題も多いため、まずは

休日の部活動について検討し、可能な場合は平日の活動につ

いても検討することとしています。 

 市町村立学校教育職員の兼職兼業については、国の方針等

を踏まえ、地域での指導を希望する教育職員が地域団体等か

らの依頼を基に、有償で地域クラブ活動の指導者として従事

できるよう、各市町村が取扱いを定めることとなっていま

す。 

教育職員の心身の健康の確保のために、市町村教育委員会

及び校長は、当該教育職員の業務内容や労働時間等について

把握し、心身の健康管理を行う必要があると考えています。 

Ｃ 

12 その他 地域移行も地域連携も難しい場合、教員の負担軽減策とし

て、中学校の教員にフレックス制を導入し、従来通りの部活

動指導を行なうことを提案する。 

市町村立学校の教職員の給与等に関する条例により、市町

村教育委員会は１日につき７時間 45 分の勤務時間を割り振

るものとされており、時期によって勤務時間を変更するいわ

ゆる「フレックス制」は導入することはできませんが、県立

学校及び一部小中学校では、長期休業期間中に早出遅出によ

る時差出勤勤務を試行している学校もあります。 

いただいたご提案は、今後の参考にさせていただきます。 

Ｃ 

13 その他 時間外勤務削減のため、平日の完全下校を遅くとも 17 時

半（理想は 17 時）、平日の活動を週 3 日にすることを提案す

る。 

県の「部活動の在り方に関する方針」において、適切な休

養日・活動時間を設定することとしていますが、休養日・活

動時間や完全下校の時刻の設定については、学校や地域の実

情に応じて、学校ごとに対応をお願いしているところです。 

いただいたご提案は、今後の参考にさせていただきます。 

Ｃ 
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No. 項 目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

14 その他 部活動が地域移行型の「地域クラブ活動」に移行した場合

の、生徒が指導を受ける際に生じる経済的負担、練習場所の

確保、共同で使用する用具の管理・修繕、練習場所等への移

動手段の確保、生徒の家庭での時間の確保等に課題が生じる

ことが予想される。 

県の方針としては、全ての部活動を地域移行することが目

的ではなく、各市町村において、活動の受け皿の確保、費用

負担、指導者の確保、といった諸課題を解決できるのであれ

ば地域移行を進め、そうでなければ、外部指導者（部活動指

導員、地域連携指導員、地域指導者）の配置や合同部活動等

の地域連携による部活動の存続により、現在ある子どもたち

の活動の場を確保するが重要であると考えています。 

ご指摘にあるような地域移行を進めていく上で生じる

様々な課題については、「Ⅲ 地域 スポーツ・文化芸術活動

の環境整備－１ 環境整備の考え方」に記載しているとおり

であり、各市町村において課題を抽出し、検討を進めていた

だきたいと考えます。 

Ｂ 

Ｃ 

15 その他 「地域クラブ活動」内での生徒同士のトラブルにより、学

校生活に重大な影響を及ぼすような事態（長期の欠席等）と

なった場合、学校はどのように関わるのか、複数の学校にま

たがった場合にはどのように対応するのか、想定される課題

は多岐にわたると考える。 

管理責任の主体の明確化については、「Ⅲ 地域 スポーツ・

文化芸術活動の環境整備－２ 方針検討 ・体制整備」におい

て、「市町村及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、 

協議会等の場も活用し、地域クラブ活動中の生徒同士のトラ

ブルや事故等の対応を含む管理責任の主体を明確にし、共通

理解を図る」こととしています。 

地域クラブ活動については、基本的に地域クラブと参加者

（生徒とその保護者）の責任のもとで行われることになりま

すが、事案によっては学校が関わる可能性もあると想定され

ます。 

Ｂ 

Ｃ 
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No. 項 目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

16 その他 ［地域移行型］を選択する市町村と、［地域連携型］、［学

校部活動型（仮称）］を選択する市町村が混在した場合、教

職員の勤務地の希望に偏りが生じるのではないか。 

勤務地の希望は、教職員の様々な意向によるものであり、

仮に偏りが生じたとしても、島根県公立学校教育職員の人事

異動は、学校の教育活動を一層清新活発にし、本県教育の進

展に資するため、全県的視野で行うこと、へき地教育の振興、

特別支援教育の振興、管理職・主幹教諭の登用、異校種交流

の推進、永年勤続者の交流等の観点から人事異動のルールを

定め、それに基づき厳正に行っております。 

Ｃ 
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教育委員会・団体からの意見に対する県の考え方 

[対応区分] 

Ａ：方針（案）へ反映したもの 

Ｂ：ご意見の趣旨は、既に方針（素案）に盛り込まれているもの 

Ｃ：今後の取組の参考とさせていただくもの 

No. 項目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

１ Ⅰ－１ 

基本的な

考え方 

国と県の方針・方向性が同じであること。 

国は、少子化が進む中、将来にわたって生徒が継続的

にスポーツ・文化芸術活動に親しむ機会の確保・充実を

理念とし、R8～R13 を「改革実行期間」として、休日に

ついては、この期間内に、原則、全ての部活動において

地域展開の達成を目指すこととしている。 

 これに対し、県の方針は、「これまで通りの活動が当面

継続できる見通しがある場合、移行や体制変更をしない

こともあり得る」「平日の部活動については、基本的に教

員…（中略）…時代に合った形で発展させていくことと

し、可能な場合は…（中略）…地域における活動の場を

整備していく」との記載があり、国の方針・方向性と異

なる。 

県の方針でも、全ての部活動を対象として、地域移行を検討す

ることを前提としており、国のガイドラインと県の方向性は概ね

同じであると考えています。ただし、部活動の地域移行には課題

が多いため、地域移行を目的とするのではなく、子どもたちの活

動の場を確保していくという視点で部活動の継続という選択肢

も残しています。 

Ｒ６年 12 月に公表された「地域スポーツ・文化芸術創造と部

活動改革に関する実行会議」中間とりまとめにおいても、「３．

今後の改革の方向性」に「中山間地域や離島など特殊な事情によ

り地域展開（地域移行から名称変更）に困難が伴う場合等には、

国としても、きめ細かなサポートを通じて地域展開を後押し。そ

れでも地域展開が困難な場合には、当面、部活動指導員の配置等

を適切に実施。」と記載があります。 

島根県の中でも市町村によって地域の実情が異なりますが、国

のガイドラインの趣旨を踏まえつつ、子どもたちの活動をどのよ

うに確保していくかという視点で検討していただきたいと考え

ております。 

Ｃ 
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No. 項目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

２ Ⅰ－１ 

基本的な

考え方 

地域（市町：学校を含む）の実情や課題をふまえて県

の将来像をみすえていること。 

市町の取組状況とその課題を整理し、県としての将来

像を示していただきたい。 

また、当面ではなく、国スポと地域移行をどうとらえ、

国スポ後の地域移行をどう進めていくかまで考え、市町

や県の将来像を示すべきである。 

県の方針を策定することにより、各市町村において、部活動の

地域移行等に関する取組の議論を進めていただきたいと考えて

おります。生徒や保護者のニーズは多種多様で、地域や学校、部

活動によってもいろいろな意見が出ると思われ、各市町村が方針

を策定し、具体的な取組を進めるときに課題を整理すべきだと考

えます。 

また、県としては、部活動指導員等の外部指導者制度を設けて、

段階的に学校への指導者の確保・育成に取り組んでいるところで

す。この指導者の方たちが、令和 12 年（2030 年）に開催される

「島根かみあり国スポ・全スポ」に関わることも想定され、その

後の部活動の地域移行を進めていく際の指導者になり得る可能

性もあります。このため、現段階では令和 12年（2030 年）以降

のことを想定するのが難しいと考えられるため、県としては、こ

のような期間設定にしていますが、各市町村で適切な期間を設定

し検討を進めることも可能です。 

Ｃ 
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No. 項目 ご意見の内容 県の考え方 
対応
区分 

３ Ⅰ－１ 

基本的な

考え方 

２０３０国スポも含めて地域クラブの役割をもりこ

むこと。 

部活動の地域移行に合わせて競技力向上も兼ね備え

た地域クラブの育成図るべきである。 

国スポ種目でありながら、中学校には部活動がなく地

域のクラブ活動として行われている種目が多数ある。

（例）弓道、ゴルフ、ウエイトリフティング、レスリン

グ、自転車、ラグビー、カヌー、ボート、ボクシング、

ヨット、フェンシング等。 

小・中学生の多様なスポーツ活動の場としてこれらの

スポーツクラブの育成を図ることが競技の普及、競技力

の向上につながることは明らかであり、学校にある部活

動の地域移行に合わせて広くスポーツクラブ（地域の実

情に応じた地域クラブ）の育成について国スポへの取組

とあわせて実施することが、国スポの成功とレガシーに

寄与すると考える。 

国スポは県代表選手が都道府県単位で競う大会であり、全国で

戦えるレベルの選手を育成するためには、専門的な高い指導力を

必要としており、国スポに向けた競技力向上については競技団体

が主体となって取り組んでいます。 

競技団体において、地域にあるクラブが、５年後に開催を控え

る島根かみあり国スポに向け、全国で戦える県代表選手を育成す

る拠点と重なるのであれば、国スポへの取組とあわせて実施して

いただきたいと考えますが、現時点において県内全ての地域クラ

ブに対し、一律に国スポに必要な競技力の向上を求めることは困

難であると考えています。 

一方で、方針にも記載していますとおり、子どもたちの中には

専門的な指導を受けたいとのニーズもあると思います。まずは、

地域において子どもたちにとって望ましい環境をどのように整

えていくかという視点で考えていくことが大切であると考えて

います。 

Ｃ 
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はじめに 

部活動の意義 

 中学校の部活動は、スポーツ・芸術・文化・科学等に興味・関心のある同好の

生徒が自主的・自発的に参加し、各部の責任者（顧問）の指導の下、学校教育の

一環として行われており、体力や技術、感性の向上を図るだけではなく、生徒の

自主性や協調性、責任感、連帯感などを育成するとともに、異年齢との交流の中

で、生徒同士や教員との人間関係の構築を図ったり、自己肯定感を高めたりする

など、充実した学校生活を過ごしていく上で重要な教育活動である。 

 

部活動を取り巻く諸課題 

 生徒数の減少により、学校単独での大会参加ができないなど、学校単位での部

活動が成り立たなくなりつつある。 

 専門的な指導を受けたい、いろいろなスポーツ・文化芸術活動を体験したい、

卒業後に続けられる場所が欲しいといった子どもたちの多様なニーズや、学校に

おける教員の負担、安定的な活動をするための経費確保、施設の老朽化などによ

る練習環境の悪化といった様々な課題が顕在化しており、学校だけでは、多様で

継続的な活動を抱えきれなくなっている。 

 

島根県において、地域の中で持続可能な環境を整えるために 

 部活動の「地域移行」という言葉から「学校」と「地域」が区分されたものと

受け止められるが、学校は地域の中にあり、地域とともに存在している。「地域の

子どもたちは、学校を含めた地域で育てる。」という意識のもと、行政、学校、地

域のスポーツ・文化芸術団体（総合型スポーツクラブ、スポーツ少年団等。以下

同じ。）、協会・連盟等が、一緒になって知恵を出し合い、子どもたちがスポーツ・

文化芸術活動を継続して親しむための持続可能な環境を地域においてどのよう

に整えていくかが大切である。 

ほとんどの地域が中山間地域や離島であり、少子化や過疎化が進む本県におい

ては、受け皿となる団体、人材といったリソースに限りがある。国のガイドライ

ンの趣旨を踏まえつつ、学校においてどのような活動をするのか、地域としてど

のように支えるか、限られたリソースの中で、地域の実情に合ったやり方を考え

る必要がある。 
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本県における、将来にわたり地域の中で子どもたちの豊かなスポーツ・文化芸

術活動の環境を整えていくことを目的として方針を策定する。 

 

方針の対象範囲 

  県内の公立中学校（義務教育学校後期課程を含む。以下同じ。）の生徒の活動

を主な対象とする。高等学校及び私立学校については、公立中学校におけるこれ

らの取組も参考にしつつ、学校等の実情に応じて適切な指導体制の構築に取り組

むことが望ましい。 
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I 基本方針 

１ 基本的な考え方 

（ア） 公立中学校の学校設置者である市町村が主体となり、学校、地域のスポーツ・

文化芸術団体、協会・連盟等が、知恵を出し合い連携を図ることで、子どもた

ちがスポーツ・文化芸術活動を継続して親しむための持続可能な環境構築につ

いて検討する。 

 

（イ） 令和 12 年（2030 年）に開催が予定されている「島根かみあり国スポ・全ス

ポ」を見据えて、当該年度末までを目安として、その期間の部活動の在り方に

ついて検討する。 

 

（ウ） まずは、休日（週休日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年

始の休日。以下同じ。）における全ての部活動を対象とし、地域のスポーツ・文

化芸術団体等による活動（以下「地域クラブ活動」という。）への移行（［地域

移行型］）を検討する。（移行後の活動は部活動には含めないが、学校との連携

や、部活動の教育的意義の継承・発展を考慮したものとする。） 

 

（エ） その上で、活動の受け皿の確保、費用負担、指導者の確保といった諸課題の

解決が難しい場合、部活動への地域の指導者の配置、複数校による合同部活動

の実施（［地域連携型］）等、地域の実情に応じて様々な形の体制構築、活動機

会の確保を検討し、地域における子どもたちの多様な活動の場として整備を進

める。 

 

（オ） なお、部活動によっては、これまでどおりの活動が当面継続できる見通しが

ある場合、移行や体制変更をしないこともあり得る。 

 

（カ） 平日の部活動については、基本的に、教員及び、部活動指導員や地域連携指

導員、地域指導者等の外部指導者（以下「部活動指導員等」という。）の指導の

下、技術・技能等の向上のみならず、生徒の生きる力の育成、豊かな学校生活

の実現に意義や効果を有するものとして、時代に合った形で発展させていくこ

ととし、可能な場合は、休日と同様に地域における活動の場を整備していく。 
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図１ 地域の生涯スポーツ・文化芸術活動環境の構築 

 

２ 今後の取組計画 

（ア） 県は、令和６年度中に基本方針を策定、令和７年度中にモデルケースを示す。 

 

（イ） 市町村は、令和７年度末までに関係者による協議会等を状況に応じて設置し、

学校単位での休日における活動の方向性の検討を踏まえ、県の基本方針を基に

市町村の方針の策定に努めるものとする。 

 

（ウ） 県及び市町村は、活動の状況を継続的に調査・検証し、令和８年度以降、国

の動向も踏まえ、適宜、方針の見直しを行う。 
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II 役割分担 

１ 県の役割 

⑴ 検討体制の構築に係る支援 

（ア） 国の動向を確認するとともに、市町村に対し、国の実証事業に係る支援や、

他地域での取組事例の紹介等、情報提供を行う。 

 

（イ） 市町村の取組状況の把握に努め、市町村が情報共有できる機会の確保及び支

援を行う。 

 

（ウ） 必要に応じて市町村及び学校が設置した協議会等において、説明・助言を行

う。 

 

（エ） 市町村及び学校が設置した協議会等で挙がった課題について、県として対応

できることを検討する。また、その内容や状況に応じて、国への要望を行う。 

 

⑵ 人材育成・活用支援 

（ア） 将来的に地域のスポーツ・文化芸術活動の指導者となり得る人材の育成・確

保のため、部活動への部活動指導員等の配置といった地域人材の育成・活用に

係る支援を行う。 

 

２ 市町村の役割 

（ア） 学校、地域のスポーツ・文化芸術団体、協会・連盟、保護者、指導者等、域

内の関係者による協議会等を状況に応じて設置し、市町村における方針、具体

的な取組、スケジュール等の検討、推進に努める。 

 その際、市町村における方針、具体的な取組、スケジュール等について、学

校、関係団体、指導者等に説明・周知するものとする。 

 

３ 学校の役割 

（ア） 市町村の方針に基づき、校区内の関係者による協議会等を状況に応じて設置
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し、学校における方針、具体的な取組等の検討、推進に努める。 

 その際、市町村と連携し、学校における方針、具体的な取組等について保護

者を含む関係者等に説明し、理解・承諾を得るものとする。 

 

III 地域スポーツ・文化芸術活動の環境整備 

１ 環境整備の考え方 

（ア） 学校を含む地域が一体となって地域の生涯スポーツ・文化芸術活動を創って

いくことを目的に、以下の観点で地域の実情に応じた環境の構築を検討する。 

 

① 部活動が担う新たな役割を考える 

 ・ 部活動を、生涯スポーツ・文化芸術活動への入り口として捉え、技術・技

能等の向上のみならず、スポーツ・文化芸術活動を楽しむことの本質や重要

性、多様な人との関わり方等を学ぶ場とする。 

 ・ 生徒が主体となって方針を考えたり活動内容を選んだりし、教員はプロデ

ュースとマネジメントをするなど、生徒の自主性を尊重した活動とする。 

 ・ 島根県「部活動の在り方に関する方針」（令和６年２月改訂）に基づき、適

切な休養日・活動時間の設定等、生徒に過度な負荷がかかることがないよう

配慮する。 

 

② 生涯スポーツ・文化芸術活動を学校と学校外が連携して地域に根付かせる 

（学校を入り口として、生涯スポーツ・文化芸術活動の形を創造する。） 

 ・ 部活動の一部を学校外（総合型スポーツクラブ・道場・サークル等）で行

うことで、教育活動としての部活動に加え、さらに活動したい子どもたちに

対して、地域での活動の場を準備する。 

 ・ 地域に活動を受け入れられる団体がない場合には、地域の協会・連盟等を

通じて受け皿となる団体を作ることや、部活動指導員等を活用した学校部活

動により、活動の機会を確保する。 

 

③ 競技力や技能の向上を主眼とした活動は学校外と役割を分担する 

・ 競技力や技能の向上を主眼とした、強化・育成のための活動については、
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学校外（協会・連盟傘下のクラブ・少年団等）と役割を分担し、連携を図り

ながら行う。 

 

２ 方針検討・体制整備 

（ア） 市町村及び学校は、域内及び校区内の関係者による協議会等を状況に応じて

設置し、方針、具体的な取組、スケジュールについて検討する場を設けるよう

努める。 

 その際、市町村は、地域の状況に応じて、県や他市町村と連携を図り、複数

校や市町村をまたいだ活動についても検討する。 

 

（イ） 市町村は、学校、地域のスポーツ・文化芸術団体、協会・連盟、保護者等が

定期的・恒常的に情報共有・連絡調整を行い緊密に連携する体制を整備するよ

う努める。 

 

（ウ） 市町村及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、協議会等の場も活用し、

地域クラブ活動中の生徒同士のトラブルや事故等の対応を含む管理責任の主

体を明確にし、共通理解を図る。 

 

（エ） 県は、市町村の取組状況の把握に努め、市町村が情報共有できる機会の確保

及び支援を行う。 

 

３ 指導者の質・量の確保 

（ア） 県は、休日に地域での指導を望む教員が、地域クラブ活動の指導者として従

事できるよう、国が示す手引き等も参考にしつつ兼職兼業の取扱いを整理する。 

 

（イ） 市町村は、県の規定や運用及び国が示す手引き等も参考にしつつ兼職兼業の

取扱いについて検討する。 

 

（ウ） 市町村は、域内におけるスポーツ・文化芸術団体等の協力を得ながら、指導

者の発掘・把握に努め、また、指導者との連絡調整会議等の開催について検討

する。 
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（エ） 県は、広域スポーツセンターと連携して、指導者の養成や質の向上を目的と

した研修会の開催を行う。 

 

（オ） 県は、「島根かみあり国スポ・全スポ」に向けた競技指導者の確保やスポーツ

クラブの創設支援などについて、将来的に地域クラブ活動につながるものとな

るよう、取組を行う。 

 

（カ） 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、参加者の心身の健康管理、事故防

止を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。市町村は、適宜、研修会の開催

や指導助言に努める。 

 

４ 活動場所の確保と移動に係る支援 

（ア） 市町村は、地域クラブ活動を行う団体等の学校施設、社会教育施設や文化施

設等の利用について、利用を制限する規則の改正や、低廉な利用料を認めるな

ど、負担軽減や利用しやすい環境づくりに努める。 

 

（イ） 市町村及び学校は、学校の負担なく学校施設の円滑な利用を進めるため、行

政、学校、関係団体による協議会等を通じて、必要に応じて利用ルールの策定

や運用管理のための環境整備について検討する。 

 

（ウ） 市町村は、地域クラブ活動への参加に係る移動について、参加にあたり個人

での移動が困難な生徒への対応や、効率的な移動手段の確保について必要に応

じて検討する。 

 

５ 費用負担の考え方 

（ア） 市町村は、地域クラブ活動に係る費用負担の在り方について、経済的に困窮

する家庭の生徒の地域クラブ活動への参加費用の支援等も含め、国の実証事業

を活用するなど、検証・検討に努める。 

 

（イ） 県は、費用負担の在り方や、地域クラブ活動の立ち上げ・維持・運営等に係
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る諸経費の負担について、国の動向を確認し情報共有を行う。 

 

６ 保険の考え方 

（ア） 地域クラブ活動への参加については、保険加入を原則とする。 

 

（イ） 市町村及び地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、保険加入の管理や費用

負担の在り方について、協議・検討を行う。 

 

７ 活動の周知 

（ア） 県は、県の方針をホームページ等で公表するとともに、必要に応じて市町村

及び学校が設置した協議会等において、説明・周知する。 

 

（イ） 市町村は、市町村の方針、具体的な取組、スケジュール等について、学校及

び保護者を含む学校関係者、並びに関係団体、指導者等への説明や、広報誌等

での周知に努める。 

 

８ 高等学校入学者選抜への対応 

（ア） 中学校等は、個人調査報告書の「諸活動の記録」欄に在学中のスポーツ活動、

文化活動等について記載する際には、学校部活動のみならず地域クラブ活動等

の学校外での活動についても状況の把握に努める。 

 

（イ） 地域クラブ活動の運営団体・実施主体は、学校や所属する生徒及び保護者か

らの求めに応じて、生徒の活動の記録等を提供する。 

 

（ウ） 県は、中学校等が作成する個人調査報告書には、学校部活動のみならず地域

クラブ活動等の学校外での活動についても記載可であることについて入学者

選抜実施要綱に明記するとともに、そのことについて中学校等及び各高等学校

とその設置者等関係機関への周知に努める。 
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９ 大会等の在り方と参加機会の確保 

（ア） 県は、中学校等の生徒を対象とした大会等において、大会参加資格を学校単

位に限定することなく、地域クラブ活動や複数校合同チームも参加できるよう、

県大会、地区大会及び市町村大会における規定の整備・運用について、中学校

体育連盟、競技団体（文化芸術団体含む）等と協議をしていく。 

 

（イ） 県は、中学校等の生徒を対象とした大会等の引率に関して、学校部活動にお

いては部活動指導員及び地域連携指導員、地域クラブ活動においては実施主体

の指導者が行うことを可能とするよう、規定の整備・運用について、中学校体

育連盟、競技団体（文化芸術団体含む）等と協議をしていく。 
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【参考資料】 

 

〇「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」 

：スポーツ庁・文化庁（令和４年１２月） 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20221227-spt_oripara-000026750_2.pdf 

 

ー 3 の 24 ー

40

https://www.mext.go.jp/sports/content/20221227-spt_oripara-000026750_2.pdf


報告第 71 号 

学 校 企 画 課 

 

中学校部活動の地域連携・地域移行に係る県立学校教育職員の兼職兼業の 

取扱いについて 

 

「部活動の地域連携・地域移行に係る方針（案）」を受けて、県立学校教育職員の兼

職兼業の取扱いについて定める。 

 

１ 基本方針 

週休日又は休日等に地域での指導を希望する教育職員が、地域クラブ等からの依頼

を基に、有償（報酬及び謝礼）で地域クラブ活動の指導者として従事できるよう、国

の方針等を踏まえ兼職兼業の取扱いを定める。 

※ 教育職員が有償での指導を希望する場合は、県教育委員会の許可が必要。無償で指

導する場合、又は交通費等の実費弁償の範囲内のみの支給で従事する場合には、兼職

兼業の許可は不要 

 

２ 許可基準 

有償で、地域クラブ活動での指導を希望する教育職員から申請があった場合、次の

点を踏まえ兼職兼業の可否を判断 

⑴ 時間管理 

当該教育職員の「時間外在校等時間」に、地域クラブ活動で従事する時間を加

えた時間が、複数月平均 80 時間以内、かつ単月 100 時間未満であること。 

※ 地域クラブ活動に従事している時間は「時間外在校等時間」には含まれない

が、有償で従事する場合は「労働時間」として通算される。 

⑵ 認定要件 

・ 所属長及び服務監督者は当該教育職員の労務管理を行い、⑴の時間を超えると

見込まれる場合には兼職兼業を許可しない。 

・ 当該教育職員は、地域クラブ活動に従事した時間を、所属長を通じて県教育委

員会へ月毎の従事時間を報告する。 

 

３ 平日における服務上の扱い等 

主に長期休業期間などの平日や、地域人材の確保が困難であるなどやむを得ない場

合、服務上の扱いについては以下のとおりとする。 

 指導 大会引率、大会役員等 

勤務 

時間内 
職務専念義務の免除 

年次休暇取得による兼職兼業、 

又は職務専念義務の免除 

勤務 

時間外 

［部活動と地域クラブ活動の区分けが曖昧又は区分けがない場合］ 

校務扱い 

［部活動と地域クラブ活動の区分けがあり、有償により指導を行う場合］ 

兼職兼業 
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４ 部活動指導員等の兼職について 

⑴ 教育職員が、部活動指導員又は地域連携指導員を兼ねて報酬を得ることは、想

定されていない。 

・ 給特法による教職調整額は、部活動指導も含めた勤務時間の内外を包括的に評

価し、支給されていること。 

・ 自校だけではなく、他校の教育職員が部活動指導に当たることが適切であると

する合理的な理由がつきにくく、当該教育職員の本来校務との整理等が困難であ

ること。 

⑵ 地域指導者として従事することは可能であるが、上記のことに加え、単独での

指導や引率ができないことを踏まえた慎重な判断が必要 

【教育職員と県教育委員会が任用する部活動に係る外部人材との兼職の可否】 

 部活動指導員 地域連携指導員 地域指導者 

任用形態 会計年度任用職員 会計年度任用職員 有償ボランティア 

給与等の性質 報酬 報酬 謝金 

教育職員の兼職 × × 〇 

 

５ 施行日 

令和７年４月１日 

 

６ その他 

各市町村教育委員会においては、本取扱いを参考に各市町村の事情に応じた取扱

いを定める。 

 

７ 策定経過及び今後のスケジュール 

10月 17,18 日 市町村教育委員会へ素案提示 

11月 12 日  県立学校長会で素案提示 

２月 中旬  県立学校、市町村教育委員会へ通知発出 

４月 １日  施行 
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中学校部活動の地域連携・地域移行に係る 

県立学校教育職員の兼職兼業の取扱いについて 

 

１ 地域におけるスポーツ・文化芸術指導者の質・量の確保に向けた基本方針 

⑴  県教育委員会は、週休日又は休日等（以下「週休日等」という。）に地域での指

導を希望する教育職員が、地域スポーツ団体等※１や地域文化芸術団体等※２の運営

団体・実施主体（以下「地域クラブ等」という。）からの依頼を基に、有償（報酬

又は謝礼、以下同じ。）で地域クラブ活動※３の指導者として従事できるよう、国の

方針等を踏まえ兼職兼業の取扱いを定める。 

 

⑵ 地方公務員法第 38条※４及び教育公務員特例法第 17条※５の趣旨から、教育職員

自身が地域クラブ等の代表や役員等になることは認められず、地域クラブ等から

の依頼を基に行われるものでなければならない。 

 

⑶ 本取扱いの対象は、県立学校における常勤教育職員（短時間勤務の者を含む）と

し、パートタイムの会計年度任用職員は除く。 

 

【参考１】 

⑴ 教育職員が有償での指導を希望する場合（有償ボランティアを含む）は、所属

長を通じて服務監督者である県教育委員会（以下「服務監督者」という。）に兼職

兼業の申請をし、許可を得ることが必要である。 

⑵ 無償で指導する場合又は交通費等の実費弁償の範囲内のみの支給で従事する

場合には、兼職兼業の許可は必要としない。 

⑶ 有償無償にかかわらず、教育職員としての信用失墜行為の禁止など地方公務

員として遵守しなければならない事柄には、勤務時間外であっても、当然従う

義務がある。 

 

２ 許可基準 

有償で地域クラブ活動での指導を希望する教育職員から申請があった場合、服務監

督者は以下の点を踏まえ兼職兼業の可否を判断する。 

⑴ 時間管理 

① 地域クラブ活動に従事している時間は、有償・無償問わず学校教育活動に関

する業務（以下「校務」という。）を行う「時間外在校等時間」には当たらない

が、有償で従事する場合は、労働基準法により学校における労働時間と地域ク

ラブ活動における労働時間は通算される。 

② 教育職員の時間外労働の適切な管理の観点から、当該教育職員の「時間外在

校等時間」に、地域クラブ活動で従事する時間を加えた時間が、複数月平均 80

時間以内、かつ単月 100 時間未満であること。 

参考１ 
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【参考２】 

上記②の時間はあくまで上限を示しているものであり、上限時間まで業務を行

うことを推奨するものではない。教育職員の心身の健康の確保のために、所属長

及び服務監督者は、当該教育職員の業務内容や労働時間等について把握し、心身

の健康管理を行う必要がある。 

 

⑵ 認定要件 

① 所属長及び服務監督者は当該教育職員の労務管理を行い、⑴②の時間を超え

ると見込まれる場合には兼職兼業を許可しない。 

② 当該教育職員は地域クラブ活動に従事した時間を所属長へ報告すること。ま

た、所属長は「時間外在校等時間」とは別に、服務監督者へ月毎の従事時間を

報告すること。（別添様式１） 

③ 当該教育職員の勤務能率低下や職務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合

や、当該教育職員と地域クラブ等の間に特別な利害関係がある、又は発生する

おそれがある場合は兼職兼業を許可しない。 

④ 地域クラブ等の事業内容や、雇用形態、業務内容、報酬等の多寡等の態様

が、教育公務員として社会通念上妥当なものであるか、服務監督者は適切に判

断すること。 

⑤ 事故等が発生した場合などに留意するためにも、教育職員としての従事か、

地域クラブ等の職員としての従事か、いずれの立場のものであるか区別されて

いることを確認すること。 

 

３ 兼職兼業時における身分・責任等 

⑴ 地域クラブ等で兼職兼業をしている際は、指揮命令権者は所属長ではなく、当

該地域クラブ等にあり、仮に勤務先の学校の生徒を対象に指導等を行っていたと

しても、その際の身分は学校の教育職員ではなく、当該地域クラブ等の一員とな

り、指揮監督に従う必要がある。 

 

⑵ 自治体が運営団体となる地域クラブ活動において従事する場合、教育職員は市

町村等の自治体又は自治体が設立した任意団体から、委託（委嘱）されることと

なる。また、多様な組織・団体等※６が運営・実施する地域クラブ活動において従

事する場合、教育職員は民間の運営団体と、雇用契約又は業務委託契約を結ぶこ

とになる。このため指導等を行う際の責任の観点から、以下のことに留意する必

要がある。 

① 活動中の事故等の責任は一義的には地域クラブ等の運営団体が負うこととな

るが、業務委託で行う場合、個人に責任が帰される場合があるので、事前に業務

委託契約の内容を確認すること。 

② 地域クラブ等に雇用された教育職員にも事故等の責任がある場合には、当該
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教育職員の服務の取扱いや処分の検討、損害賠償等の民事上の責任等について

は、基本的に地域クラブ等との雇用関係において対応がなされる。 

③ 教育職員自身及び生徒の事故等に備えた保険に地域クラブ等が加入している

か確認し、必要に応じて個人でも加入することが望まれる。また、業務委託の場

合は、生徒への保険加入の案内や管理業務が生じることも考えられる。 

 

【参考３】 

地域クラブ活動は、学校の管理下にないため、公立学校共済組合の助成等や独

立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済金給付制度」は利用できない。 

 

４ 平日における服務上の扱い等 

教育職員の兼職兼業については週休日等を原則とするが、地域人材の確保が困難で

あるなどやむを得ない場合、教育職員が主に長期休業期間などの平日に地域クラブ活

動に従事することも想定される。このような場合、服務上の扱いについては以下のと

おりとする。 

⑴ 勤務時間内 

 校務に支障がなく、職務専念義務の免除の承認が得られた場合には、地域クラブ等

の指導者として地域クラブ活動に従事することができる。なお、この場合地域クラブ

等からの報酬は受け取れない。 

また、地域クラブ等の大会に引率や役員等で参加する場合は、次のとおりとする。 

① 大会引率 

ア) 教育職員が、地域クラブ活動として大会等の引率を行う場合、服務監督者の

許可を得たうえで、兼職兼業をする地域クラブ等の労働者等の身分として行う

ことができる。【年次休暇取得による兼職兼業、又は職務専念義務の免除】 

イ) 一時的な部活動として教育職員の身分で大会引率を行う場合も考えられる。

なお、この場合地域クラブ等からの報酬は受け取れない。 

② 大会役員等 

ア) 教育職員が、地域クラブ活動として審判員等大会役員として参加する場合、

服務監督者の許可を得たうえで、兼職兼業をする地域クラブ等の労働者等の身

分として行うことができる。【年次休暇取得による兼職兼業】 

イ) ただし、中学校体育連盟等の公式戦に審判員等大会役員として参加するなど

所属校種に関わる大会等に限っては、教育職員の身分で大会役員を行う場合も

考えられる。なお、この場合地域クラブ等からの報酬は受け取れない。【職務専

念義務の免除】 

 

【参考４】 

地域クラブ等からの依頼を基に、平日に教育職員が指導者又は大会役員等とし

て参加することが、職務専念義務の免除に該当するかどうかは、個別に人事委員
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会に申請（別添様式（例））、認定が必要。（職務に専念する義務の特例に関する規

則第２条７号（人事委員会規則第７号）） 

 

⑵ 勤務時間外 

① 校務である部活動と地域クラブ活動の明確な区分けがない場合は、正規の勤務

時間終了後に地域クラブ活動に自動的に切り替わると整理することは困難と考え

られ、実質的に引き続き所属長の指揮監督下にあると判断されるため、兼職兼業

の対象としない。 

② 勤務校の生徒以外を主体とした地域クラブ等の学校外団体で、有償により指導

を行う場合は、服務監督者に兼職兼業の許可を得ることが必要である。 

なお、授業期間の夜間等に地域クラブ等の業務等に従事する場合、その後再び

教育職員としての勤務を行うことは、労務管理上や勤務が長時間化することから

望ましくない。 

 

５ その他留意点 

⑴ 所属校における校務への支障の有無や、急遽所属校での勤務が必要となった場

合の勤務の可否等について、校務と地域クラブ活動の関係についてあらかじめ整

理しておく必要がある。 

 

⑵ 特に、高等学校の教育職員については、生徒募集におけるいわゆる「青田買

い」につながるような生徒勧誘や進学先の誘導等は厳に禁止する。さらに公務員

倫理違反、入学者選抜等に関する秘密漏洩など懲戒処分につながる行為等がない

よう充分理解しておく必要がある。 

 

⑶ ボランティアで指導する場合であったとしても、労務の対価として謝礼がある

有償ボランティア（地域指導者）については、服務監督者の兼職兼業の許可が必

要である。また、有償無償に限らずボランティアであったとしても、注意義務等

が問われることがあるため、事故等に備えて、必要に応じて個人として保険に加

入しておくことが望まれる。 

 

⑷ 部活動指導員等の兼職について 

① 教育職員が、自校他校問わず、会計年度任用職員として任用され単独でも引

率が可能である部活動指導員又は地域連携指導員を兼ねて報酬を得ることは、

基本的に想定されておらず、以下の理由からも認められない。 

・ 部活動の指導は校務分掌として教育職員が実施するものであり、こうした

時間も含めて給特法により、勤務時間の内外を包括的に評価して教職調整額

が支給されている。 

・ 部活動指導員又は地域連携指導員の業務が、教育職員としての勤務時間と
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連続した形で同一の学校施設内で行われた場合、外形上勤務の形態は全く変

わっていないにもかかわらず、職務とそれに伴う職責が変わってしまうなど

整理が困難である。 

・ 他校の部活動指導員又は地域連携指導員を兼ねて報酬を得ることについ

て、他校にとってその学校に在籍している教育職員よりもその者の方が部活

動指導に適任であるとする合理的な理由があるのかという点や、当該教育職

員にとって本来在籍している学校における指導の充実よりも、他校における

部活動指導を優先すべき合理的な理由があるかなど、本来校務との兼ね合い

が困難になる可能性がある。 

② 教育職員が、他校の部活動の地域指導者（有償ボランティア）として従事す

ることは可能であるが、上記のことに加え、異なる種目の部活動を双方入れ替

わって指導した場合どのように扱うかなど、扱いが困難なケースも生じる可能

性がある。地域指導者は単独での指導や引率ができないことを踏まえ、両校の

所属長が調整の上、慎重に判断する必要がある。 

 【教育職員と県教育委員会が任用する部活動に係る外部人材との兼職の可否】 

 部活動指導員 地域連携指導員 地域指導者 

任用形態 会計年度任用職員 会計年度任用職員 有償ボランティア 

給与等の性質 報酬 報酬 謝金 

教育職員の兼職 × × 〇 

 

 

６ 附則 

この取扱いは、令和７年４月１日から施行する。 
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【用語解説】 

※１ 地域スポーツ団体等 

地域クラブ活動※３の運営団体・実施主体。総合型地域スポーツクラブやスポーツ

少年団、体育・スポーツ協会、競技団体、クラブチーム、プロスポーツチーム、民間

事業者、フィットネスジム、大学など多様なものを想定する。また、地域学校協働本

部や保護者会、同窓会、複数の学校の運動部が統合して設立する団体など、学校と関

係する組織・団体も想定する。なお、市区町村が運営団体となることも想定される。

（学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン 

令和４年 12 月、スポーツ庁・文化庁） 

※２ 地域文化芸術団体等 

  地域クラブ活動※３の運営団体・実施主体。文化芸術団体等に加え、地域学校協働

本部や保護者会、同窓会、複数の学校の文化部が統合して設立する団体など、学校と

関係する組織・団体も想定する。なお、市区町村が運営団体となることも想定され

る。（同上ガイドライン） 

※３ 地域クラブ活動 

部活動の地域連携並びに地域の運営団体・実施主体による地域スポーツクラブ活

動及び地域文化クラブ活動（同上ガイドライン） 

※４ 地方公務員法第 38 条（営利企業への従事等の制限） 

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目

的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会

規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる

事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員（短時間勤務の職

を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。）については、

この限りでない。 

※５ 教育公務員特例法第 17 条（兼職及び他の事業等の従事） 

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは

事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合に

は、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従

事することができる。 

２ 前項の規定は、非常勤の講師（地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する

短時間勤務の職を占める者及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除

く。）については、適用しない。 

※６ 多様な組織・団体等 

総合型地域スポーツクラブ、スポーツ少年団、体育・スポーツ協会、競技団体、

プロチーム、民間事業者、大学、文化芸術団体、同窓会等 
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（様式１）

地域クラブ活動等従事時間報告書

所属校名

職 名

氏 名

従事した地域クラブ等名称

従事した内容

月 ※ 網掛け部分は変更しないこと
日付 曜日 活動場所 開始時刻 終了時刻 休憩時間 従事時間

（記入例） 12月29日 日 浜山公園陸上競技場 9:30 15:00 0:50 4:40
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

合計時間 0:00

参考２
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〇 〇 第 〇 号 

令和 年 月 日 

 島根県人事委員会委員長 

          様  

所属      

所属長名    

 

職務に専念する義務の特例の承認について（申請） 

   

このことについて、下記の事由に該当する場合は、職務に専念する義務の特例に関

する規則（昭和 27 年島根県人事委員会規則第７号）第２条第７号に定めるものの中

に含まれるものとして認定されるよう依頼します。 

 

記 

 

１．事由及び理由 

 ⑴ 事由 

 

 

 

 

 

 ⑵ 理由 

 

 

人事委員会申請様式（例） 

参考３ 
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報 告 第 7 2号 

学 校 企 画 課 

令和７年度島根県教育職員(理療科教諭・実習助手【水産】) 

採用候補者選考試験の結果について 

 

１ 選考試験 

⑴ 試験日 

令和６年 12 月 14 日(土) 

⑵ 試験会場 

島根県職員会館 

⑶ 試験内容 

【理療科教諭】専門教養試験、面接試験、専門実技試験 

【実習助手（水産）】専門教養試験、面接試験、パソコン実技試験、 

専門実技試験 

２ 受験状況及び選考結果 

   【理療科教諭】 

 

募集区分 

 

採用予定

人員 
出願者数 受験者数 

名簿登載

者数 
倍率 

 

理療科教諭 １名程度 １名 １名 １名 1.0 倍 

   （職務内容）理療科の授業・実習を行う。 

【実習助手（水産）】 

 

募集区分 

 

募集種別 
採用予定

人員 
出願者数 受験者数 

名簿登載

者数 
倍率 

 

 

一般枠 

水産 １名程度 ２名 １名 １名 1.0 倍 

障がいのあ

る方を対象 

とした選考

（水産） 

若干名 ０名 － － － 

（職務内容）水産の実験又は実習について、教諭の職務を助ける。 
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                                                          報 告 第 7 3号  

                                                          教 育 指 導 課  

 

令和７年度島根県公立高等学校入学者選抜における一般選抜の 

志願変更前の出願状況について 

 

１  出願期間 

  令和７年２月３日（月）～２月６日（木）12時 

 

２ 第１志望学科への出願状況               
課程 学校数 入学定員 

特色選抜 

合格内定者数 

一般選抜 

募集定員 a 

一般選抜 

出願者数 b 

対募集定員 

競争率 b/a 

全日制 
本校 35  5,043 1,826 3,217 2,656 0.83 

分校 1  (5,043) (推薦選抜等 874) (4,169) (3,479) (0.83) 

定時制     3 
360 － 360 130 0.36 

(360) (－) (360) (182) (0.51) 

計    39 
5,403 1,826 3,577 2,786 0.78 

(5,403) (推薦選抜等 874) (4,529) (3,661) (0.81) 
※表の数値は令和７年２月６日 12時現在で、(  )は昨年度の数値 

 
一般選抜 対募集定員競争率（一般選抜出願者数÷一般選抜募集定員）の高い 10 学科   

競争率の高い学科 

高校名 学科名 競争率 

松江工業 機械 1.42 (0.76) 

出  雲 普通 1.34 (1.10) 

松江工業 情報クリエイター学 1.29 (0.80) 

松 江 南 普通 1.25 (1.16) 

松 江 東 普通 1.24 (1.13) 

出雲農林 食品科学 1.22 (0.86) 

松江商業 全科 1.13 (0.85) 

津 和 野 未来共創 1.11 (0.36) 

大  社 普通 1.11 (1.07) 

浜  田 普通 1.10 (0.85) 
※競争率欄の(    )は昨年度の数値 

 

  一般選抜出願時の全日制課程の対募集定員競争率の推移 
年度 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

競争率 0.99 0.96 0.93 0.91 0.90 0.91 0.91 0.92 0.83 0.83 

 
３ 地域外からの合格者を入学定員の 10％以内（出雲高校は５％以内）に制限する学校

（普通科）の出願者数 

高校名 入学定員（人） 
地域外 

地域 
合格者数上限（人） 出願者数（人） 定員に対する比率％ 

松江北 240 24 ８  3.3%  (4.2%) 

松江市 松江南 200 20 14  7.0% (11.0%) 

松江東 200 20 ８  4.0%  (5.0%) 

出雲 240 12 ７  2.9%  (3.3%) 出雲市 
※(    )は昨年度の数値 
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４ 今後の日程 

 ２月 10 日（月）～17 日（月）   志願変更受付期間 

２月19日（水） 一般選抜最終出願状況発表（志願変更後） 

（午後２時、教育指導課ＨＰで公表） 

３月５日（水） 学力検査（国語、数学、社会、英語、理科各50分） 

３月６日（木） 面接等 

３月11日（火） 追検査 

３月14日（金） 一般選抜等合格発表 （午前10時、公表） 

第２次募集実施校公表（午前10時、教育指導課ＨＰで公表） 

３月17日（月）～18日（火）    第２次募集出願期間 

３月19日（水） 第２次募集作文・面接検査等 

３月24日（月） 第２次募集合格発表 （午後３時、公表） 

 

ー 6 の 2 ー

53



4 160 20% 32 50 12 62 12 12 98 68 68 0 0 0.69 0.59
1
1 6% 7
1
3 120 7 38 38 0 0 82 46 46 0 0 0.56 0.63
6 240 10% 24 7 7 0 0 233 224 224 8 0 0 0 0.96 0.89
1 40 4 4 0 0 36 32 32 0 0 0.89 1.00
7 280 24 11 11 0 0 269 256 256 8 0 0 0 0.95 0.91
5 200 10% 20 32 1 33 0 0 167 208 208 14 0 0 0 1.25 1.16
2 80 26 0 26 0 0 54 30 30 0 0 0.56 0.93
7 280 20 58 1 59 0 0 221 238 238 14 0 0 0 1.08 1.10
5 200 10% 20 80 9 89 2 2 111 138 138 8 0 0 0 1.24 1.13
1 40 18 3 21 1 1 19 27 27 0 0 1.42 0.76
1 40 12 2 14 1 1 26 28 28 0 0 1.08 0.76
1 40 16 3 19 0 0 21 22 22 0 0 1.05 1.13
1 40 16 3 19 0 0 21 27 27 0 0 1.29 0.80
1 40 18 0 18 0 0 22 22 22 0 0 1.00 0.76
5 200 80 11 91 2 2 109 126 126 0 0 1.16 0.84
3
1
1
5 200 88 12 100 3 3 100 113 112 1 1 1.13 0.85
1 40 18 18 0 0 22 23 23 0 0 1.05 0.87
1 40 18 18 0 0 22 23 23 0 0 1.05 0.79
2 80 36 36 0 0 44 47 47 0 0 1.07 1.17
4 160 72 72 0 0 88 93 93 0 0 1.06 0.98
3 90 10% 9 40 4 44 6 6 46 32 32 0 0 0.70 0.53
3 90 16% 14 21 8 29 10 10 61 33 33 0 0 0.54 0.66
4 160 8% 12 58 8 66 5 5 94 66 65 1 1 0.70 0.98
1 40 5 5 0 0 35 24 24 0 0 0.69 0.73
2 80 25% 20 24 19 43 5 5 37 21 16 5 5 0.57 0.26
4 160 59 4 63 1 1 97 76 76 0 0 0.78 1.10
6 240 5% 12 97 1 98 0 0 142 190 190 7 0 0 0 1.34 1.10
1 40 16 0 16 0 0 24 12 12 0 0 0.50 1.31
7 280 12 113 1 114 0 0 166 202 202 7 0 0 0 1.22 1.13
1 40 16 0 16 0 0 24 18 18 0 0 0.75 0.70
1 40 16 0 16 0 0 24 20 20 0 0 0.83 0.66
1 40 18 0 18 0 0 22 23 22 1 1 1.05 1.25
1 40 16 0 16 0 0 24 22 21 1 1 0.92 0.93
4 160 66 0 66 0 0 94 83 81 2 2 0.88 0.88
3 120 52 52 0 0 68 35 35 0 0 0.51 1.18
1 40 14 14 0 0 26 15 15 0 0 0.58 0.85
4 160 66 66 0 0 94 50 50 0 0 0.53 1.10
1 40 17 0 17 0 0 23 13 13 0 0 0.57 0.63
1 40 16 1 17 0 0 23 12 12 0 0 0.52 0.44
1 40 17 0 17 0 0 23 28 28 0 0 1.22 0.86
1 40 17 0 17 1 1 23 17 17 0 0 0.74 0.58
4 160 67 1 68 1 1 92 70 70 0 0 0.76 0.60
5 200 50 12 62 2 2 138 153 153 0 0 1.11 1.07
1 40 26 0 26 0 0 14 10 9 1 1 0.71 0.85
6 240 76 12 88 2 2 152 163 162 1 1 1.07 1.05
3 120 4% 4 22 22 0 0 98 70 68 2 2 0.71 0.78
1 40 10% 4 6 6 0 0 34 18 18 0 0 0.53 0.60
4 160 8 28 28 0 0 132 88 86 2 2 0.67 0.74
3 120 8% 9 52 52 0 0 68 42 42 0 0 0.62 0.75
3 105 39% 40 46 4 50 20 20 55 33 22 11 11 0.60 0.75
2 72 22% 15 28 28 4 4 44 17 16 1 1 0.39 0.82
1 36 36% 12 16 16 5 5 20 15 14 1 1 0.75 0.85
3 108 27 44 44 9 9 64 32 30 2 2 0.50 0.83
2 80 10% 8 32 5 37 2 2 43 37 35 2 2 0.86 0.66
1 40 10% 4 17 2 19 0 0 21 7 7 0 0 0.33 0.22
1 40 10% 4 13 0 13 0 0 27 6 6 0 0 0.22 0.55
2 80 8 30 2 32 0 0 48 13 13 0 0 0.27 0.37
4 160 10% 16 65 1 66 4 4 94 103 97 6 6 1.10 0.85
1 40 10% 4 17 0 17 0 0 23 7 7 0 0 0.30 0.61
5 200 20 82 1 83 4 4 117 110 104 6 6 0.94 0.81
1
1
2 80 8 32 32 0 0 48 41 41 0 0 0.85 0.84
1 40 35% 14 18 18 6 6 22 6 5 1 1 0.27 0.50
1 40 35% 14 10 10 2 2 30 6 6 0 0 0.20 0.50
2 80 28 28 28 8 8 52 12 11 1 1 0.23 0.50
3 120 14 14 0 0 106 103 102 1 0 0.97 0.79
1 40 6 6 0 0 34 20 20 0 0 0.59 0.72
4 160 20 20 0 0 140 123 122 1 0 0.88 0.78
1 40 18 18 0 0 22 14 14 0 0 0.64 0.24
1 40 16 16 1 0 24 2 2 0 0 0.08 0.35
1 40 18 18 0 0 22 7 7 0 0 0.32 1.14
1 40 18 18 1 0 22 24 23 1 0 1.09 1.27
4 160 70 70 2 0 90 47 46 1 0 0.52 0.66
1 40 40% 16 5 11 16 2 2 24 0 0 0 0 0.00 0.62
2 80 35% 28 36 36 18 16 44 49 33 16 12 1.11 0.36
2 60 15% 9 21 21 1 1 39 15 15 0 0 0.38 0.67
1 30 10% 3 6 6 0 0 24 15 15 0 0 0.63 0.93
3 90 12 27 27 1 1 63 30 30 0 0 0.48 0.76
1
1
2 80 28 28 2 30 25 25 50 19 19 0 0 0.38 0.44
1 40 40% 16 18 2 20 9 9 20 10 8 2 2 0.50 0.77
1 40 40% 16 11 0 11 7 7 29 6 5 1 1 0.21 0.43
2 80 32 29 2 31 16 16 49 16 13 3 3 0.33 0.58
126 4,923 1,661 30 99 1,790 156 152 3,133 2,590 2,535 37 55 0 49 0.83 0.84
3 90 27 27 0 0 63 56 56 0 0 0.89 0.71
1 30 9 9 0 0 21 10 10 0 0 0.48 0.41
4 120 36 36 0 0 84 66 66 0 0 0.79 0.63
130 5,043 1,697 30 99 1,826 156 152 3,217 2,656 2,601 37 55 0 49 0.83 0.83

1 40 40 3 3 0 0 0.08 0.03
1 40 40 4 4 0 0 0.10 0.08
1 40 40 4 4 0 0 0.10 0.10
3 120 120 11 11 0 0 0.09 0.07
2 80 80 60 60 0 0 0.75 1.20
1 40 40 40 40 0 0 1.00 1.18
1 40 40 5 5 0 0 0.13 0.15
4 160 160 105 105 0 0 0.66 0.93
1 40 40 13 13 0 0 0.33 0.58
1 40 40 1 1 0 0 0.03 0.05
2 80 80 14 14 0 0 0.18 0.31
9 360 360 130 130 0 0 0.36 0.51

139 5,403 1,697 30 99 1,826 156 3,577 2,786 2,731 37 55 0 49 0.78 0.81

120 38 38 0 0.56 0.630 82 46 46 0 0

1 1.13 0.853 3 100 113 112 1200 88 12 100

48 4180 10% 8 32 0.8441 0 0 0.8532 0 0

80 35% 28 28 2 30 0 0 0.38 0.4425 25 50 19 19
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報 告 第 7 4 号 

保 健 体 育 課 

 

学校保健計画策定の手引～しまねっ子元気プラン～の改訂について 

 

１ 策定の趣旨・目的 

「学校保健計画策定の手引～しまねっ子元気プラン～」は、各学校が学校

保健活動の充実を目的に学校保健計画を立てる際の作成マニュアルとして

平成 21 年度に作成した。平成 25 年度、令和元年度と２度の改訂を行い、現

状と課題を見直した上で、新たな数値目標を設定し、健康課題の解決に取り

組んできた。 

 この度、これまでの取組の成果や学校保健を取り巻く課題や社会情勢の変

化、「しまね教育振興ビジョン」の策定の趣旨も踏まえ、現行手引を改訂す

る。 

 

２ 期間 

  令和７年度から令和 11 年度 

 

３ 手引の内容 

⑴ 基本的な考え方 

  ・ 学校保健活動に関わる人たちを結ぶ 

  ・ 学校保健計画作成の手順 

  ・ 学校保健計画の内容 

  ・ 学校保健計画を見直す手順 

⑵ 健康課題別の現状と今後の推進の方向性 

  ・ 現行の６つの健康課題を引き継ぎ、新たな目標値を設定 

  ・ ６つの健康課題に関連するコラム等を外部有識者が執筆 

⑶ 資料編 

  ・ 学校保健委員会の構成例や６つの健康課題以外の課題提示 

  ・ 各校種別学校保健計画年間計画等の例［12 月協議資料に追加］ 

 

４ これまでの経過と今後の予定 

  令和６年６月    第１回改訂検討委員会 

  令和６年７～８月  各種関係団体等意見聴取 

  令和６年 12 月    教育委員会会議協議 

  令和７年２月    第２回改訂検討委員会 

            教育委員会会議報告 

  令和７年３月    発行・HP 掲載 
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報告第 75 号 

保健体育課 

 
 

令和６年度島根県体育・健康優良学校等表彰について 
 

 

１ 趣 旨  

幼児・児童・生徒が生涯を通じて体育・スポーツに親しむとともに、健康で安全

な生活を営むことができる能力や態度を身に付けるための優れた取組を行ってい

る学校等を島根県教育委員会教育長が表彰し、もってこれらに関する活動のより

一層の推進を図る。  
 
 
２ 表彰部門別表彰校・園・調理場数 

表彰部門 表彰校数 
学校体育優良学校の部 １校 
健康教育優良学校の部 １校 
学校歯科保健優良学校の部 １校 

 
※学校安全優良学校の部、学校給食優良調理場の部は、該当なし 

 
 
３ 被表彰校及び活動の概要 

  別紙のとおり 
 
 
４ 表彰式 

⑴ 日 時  令和７年２月４日（火） 10:00～11:00 
⑵ 会 場  島根県庁 本庁舎６F 講堂 
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令和６年度 島根県体育・健康優良学校等表彰 

 

【学校体育優良学校の部】 

学校名 

校長名 
児童数 活動の概要 

 

安来市立 

広瀬小学校 

 

校長 常松 倫子 

 

177 名 

体育の授業をきっかけに、仲間とかかわり合う

協働的な学び合いの場を工夫し、運動の楽しさや

喜び、友だちと学び合うことのよさを味わいなが

ら、主体的に課題解決しようとする力を育成する

ことを目標に、研究実践を行った。学習の見通し

と ゴ ー ル イ メ ー ジ を 持 た せ る こ と や 伝 え 合 い

の場の工夫、ICT を活用したふり返りの工夫を

行 い 、 他 教 科 や 全 校 で の 取 組 と 関 連 さ せ な が

ら、協働的な学びを汎用的に仕組む実践をして

いる。  

【健康教育優良学校の部】 

学校名 

校長名 
生徒数 活動の概要 

 

出雲市立 

佐田中学校 

 

校長 小林 昭寿 

 

69 名 

令和５、６年度に出雲市学校保健会「健康教育

研究発表会」の指定を受け、研究主題「運動・ス

ポーツに親しみ、基本的生活習慣を身につけた生

徒の育成」、副題「健康で豊かな生活を送るため

の心・体の成長を目指して」とし、生徒が生涯に

わたって健康な生活をしていくための基盤づく

りについて実践発表を行った。運動・スポーツに

親しむ取組や基本的生活習慣の確立に関する取

組など、総合的な健康教育を実践している。  

【学校歯科保健優良学校の部】 

学校名 

校長名 
児童数 活動の概要 

 

安来市立 

赤屋小学校 

 

校長 越野 浩一 

 

16 名 

令和５・６年度に（公社）日本学校歯科医会の

指定を受け、研究主題に「共に学び、自己決定で

きる子どもの育成」副題を「生きる力を育む歯・

口の健康づくりを通して」とし、学校歯科医等と

の連携や対話を効果的に取り入れた自己決定の

場面のある授業づくりに取り組むなど、児童が自

分の歯と口の健康状態に関心をもち、主体的に健

康づくりに取り組むことのできる児童の育成に

向けて実践をしている。  
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